
１ 増設できる生産施設の面積
P≦γ（S－Po/γα）－P1 当該工場の値 したがって

P =
今回の届出によって設置する生産施設の面積
（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 2,000.00 ㎡ γ（S－Po/γα）－P1

γ = 生 産 施 設 面 積 率 ＝ 0.40 別表1 = 0.40 × （ 70,000.00 - 18,000.00 / 0.40 × 1.20 ） - 0.00

α = 当 該 業 種 に 対 す る 敷 地 計 算 係 数 ＝ 1.20 別表2 = 0.40 × ( 70,000.00 - 18,000.00 / 0.48 )- 0.00

Ｓ = 敷地面積（但し、今回の設置分又は撤去分も含む） ＝ 70,000.00 ㎡ = 0.40 × ( 70,000.00 - 37,500.00 )- 0.00

Po = Ｓ 49年 6月 28日時点の生産施設面積 （定数） ＝ 18,000.00 ㎡ = 13,000.00 - 0.00

P1 =
Ｓ49年6月29日から前回までの生産施設の増設及び
撤去の面積の累計(今回の増設は含まないが、撤去分は含む） ＝ 0.00 ㎡ = 13,000.00

内訳 …
よって、P≦γ（S－Po/γα）－P1となり、準則に適合する。
Ｐ＝ 2,000.00 ≦ 13,000.00 TRUE

２ 生産施設の増設に伴い設置すべき緑地面積
Ｇ≧Ｐ/γ（０．２－Ｇo/S) 当該工場の値 したがって、当該変更に伴い設置すべき緑地面積は、

P ＝
今回の届出によって設置する生産施設の面積
（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 2,000.00 ㎡ Ｐ/γ（０．２－Ｇo/S)

γ ＝ 生 産 施 設 面 積 率 ＝ 0.40 ＝ 2,000.00 / 0.40 ×（ 0.20 - 3,500.00 / 70,000.00 )

Ｇ ＝
今回の届出によって設置する緑地の面積
（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 1,000.00 ㎡ = 5,000.00 × （ 0.20 - 0.05 )

Ｓ ＝ 敷地面積（但し、今回の設置分又は撤去分も含む） ＝ 70,000.00 ㎡ = 5,000.00 × 0.15

Ｇｏ ＝
Ｓ49年6月28日までの緑地面積と前回までの設置義務を越
える緑地面積の合計(但し今回の緑地撤去分は含む）

＝ 3,500.00 ㎡ = 750.00

よって、Ｇ≧Ｐ/γ（０．２－Ｇo/S)となり準則に適合する。
G= 1,000.00 ≧ 750.00 TRUE

なお、次回に繰り越されるＧoは、
1,000.00 - 750.00 ＝ 250.00 である。 次回Ｇo = 3,750.00

３ 生産施設の増設に伴い設置すべき環境施設(緑地＋緑地以外の環境施設)面積
Ｅ≧Ｐ/γ（０．２５－Ｅｏ/Ｓ） 当該工場の値 したがって、当該変更に伴い設置すべき緑地面積は

Ｐ ＝
今回の届出によって設置する生産施設の面積
（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 2,000.00 ㎡ Ｐ/γ（０．２５－Ｅｏ/Ｓ）

γ ＝ 生 産 施 設 面 積 率 ＝ 0.40 = 2,000.00 / 0.40 ×（ 0.25 - 5,500.00 / 70,000.00 ）

Ｅ ＝
今回の届出によって設置する環境施設の面積（設置分と撤
去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 2,500.00 ㎡ ＝ 5,000.00 ×（ 0.25 - 0.08 )

緑地＋緑地以外の環境施設 … 1000+1500

Ｓ ＝ 敷地面積（但し、今回の設置分又は撤去分も含む） ＝ 70,000.00 ㎡ = 5,000.00 × 0.17

Ｅｏ ＝
Ｓ49年6月28日までの環境施設面積と前回までの設置義務
を越える環境施設面積の合計(但し今回の環境施設撤去分
は含む）

＝ 5,500.00 ㎡ ＝ 857.14

6,000-500

よって、Ｅ≧Ｐ/γ（０．２５－Ｅｏ/Ｓ）となり準則に適合する。
E= 2,500.00 ≧ 857.14 TRUE

なお、次回に繰り越されるＥoは、
2,500.00 - 857.14 = 1,642.86 である。 次回Eo = 7,143.00

準則計算書 ＜既存工場＞ 単一業種

※黄色のセルのみ入力

0.00

S49.6.29以降 １回目の変更

届 出 日：H4.4.30
敷 地 面 積：70,000㎡
生 産 施 設：2,000㎡増設
緑 地：1,000㎡増設

㈱KORIYMA 郡山工場
操 業 開 始：S35.4.1
設 置 場 所：郡山市内、工業専用地域

業 種：集積回路製造業

（日本標準産業分類）細分類3083（γ＝0.4、 α＝1.2）
敷 地 面 積（S）：70,0000㎡
生産施設面積（P0）：18,000㎡
緑 地 面 積（G0）：3,500㎡
環境施設面積（E0）：6,000㎡



１ 増設できる生産施設の面積
P≦γ（S－Po/γα）－P1 当該工場の値 したがって

P =
今回の届出によって設置する生産施設の面積
（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 1,000.00 ㎡ γ（S－Po/γα）－P1

γ = 生 産 施 設 面 積 率 ＝ 0.40 別表1 = 0.40 × （ 70,000.00 - 18,000.00 / 0.40 × 1.20 ） - 2,000.00

α = 当 該 業 種 に 対 す る 敷 地 計 算 係 数 ＝ 1.20 別表2 = 0.40 × ( 70,000.00 - 18,000.00 / 0.48 )- 2,000.00

Ｓ = 敷地面積（但し、今回の設置分又は撤去分も含む） ＝ 70,000.00 ㎡ = 0.40 × ( 70,000.00 - 37,500.00 )- 2,000.00

Po = Ｓ 49年 6月 28日時点の生産施設面積 （定数） ＝ 18,000.00 ㎡ = 13,000.00 - 2,000.00

P1 =
Ｓ49年6月29日から前回までの生産施設の増設及び
撤去の面積の累計(今回の増設は含まないが、撤去分は含む） ＝ 2,000.00 ㎡ = 11,000.00

内訳 …
よって、P≦γ（S－Po/γα）－P1となり、準則に適合する。
Ｐ＝ 1,000.00 ≦ 11,000.00 TRUE

２ 生産施設の増設に伴い設置すべき緑地面積
Ｇ≧Ｐ/γ（０．２－Ｇo/S) 当該工場の値 したがって、当該変更に伴い設置すべき緑地面積は、

P ＝
今回の届出によって設置する生産施設の面積
（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 1,000.00 ㎡ Ｐ/γ（０．２－Ｇo/S)

γ ＝ 生 産 施 設 面 積 率 ＝ 0.40 ＝ 1,000.00 / 0.40 ×（ 0.20 - 3,750.00 / 70,000.00 )

Ｇ ＝
今回の届出によって設置する緑地の面積
（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 500.00 ㎡ = 2,500.00 × （ 0.20 - 0.05 )

Ｓ ＝ 敷地面積（但し、今回の設置分又は撤去分も含む） ＝ 70,000.00 ㎡ = 2,500.00 × 0.15

Ｇｏ ＝
Ｓ49年6月28日までの緑地面積と前回までの設置義務を越
える緑地面積の合計(但し今回の緑地撤去分は含む）

＝ 3,750.00 ㎡ = 366.00

よって、Ｇ≧Ｐ/γ（０．２－Ｇo/S)となり準則に適合する。
G= 500.00 ≧ 366.00 TRUE

なお、次回に繰り越されるＧoは、
500.00 - 366.00 ＝ 134.00 である。 次回Ｇo = 3,884.00

３ 生産施設の増設に伴い設置すべき環境施設(緑地＋緑地以外の環境施設)面積
Ｅ≧Ｐ/γ（０．２５－Ｅｏ/Ｓ） 当該工場の値 したがって、当該変更に伴い設置すべき緑地面積は

Ｐ ＝
今回の届出によって設置する生産施設の面積
（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 1,000.00 ㎡ Ｐ/γ（０．２５－Ｅｏ/Ｓ）

γ ＝ 生 産 施 設 面 積 率 ＝ 0.40 = 1,000.00 / 0.40 ×（ 0.25 - 7,143.00 / 70,000.00 ）

Ｅ ＝
今回の届出によって設置する環境施設の面積（設置分と撤
去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 1,100.00 ㎡ ＝ 2,500.00 ×（ 0.25 - 0.10 )

緑地＋緑地以外の環境施設 … 500+600

Ｓ ＝ 敷地面積（但し、今回の設置分又は撤去分も含む） ＝ 70,000.00 ㎡ = 2,500.00 × 0.15

Ｅｏ ＝
Ｓ49年6月28日までの環境施設面積と前回までの設置義務
を越える環境施設面積の合計(但し今回の環境施設撤去分
は含む）

＝ 7,143.00 ㎡ ＝ 369.89

よって、Ｅ≧Ｐ/γ（０．２５－Ｅｏ/Ｓ）となり準則に適合する。
E= 1,100.00 ≧ 369.89 TRUE

なお、次回に繰り越されるＥoは、
1,100.00 - 369.89 = 730.11 である。 次回Eo = 7,874.00

準則計算書 ＜既存工場＞ 単一業種

※黄色のセルのみ入力

0+2000

S49.6.29以降 ２回目の変更

届 出 日：H10.6.1
敷 地 面 積：70,000㎡
生 産 施 設：1,000㎡増設
緑 地：500㎡増設
緑地以外の環境施設：600㎡増設

㈱KORIYMA 郡山工場
操 業 開 始：S35.4.1
設 置 場 所：郡山市内、工業専用地域

業 種：集積回路製造業

（日本標準産業分類）細分類3083（γ＝0.4、 α＝1.2）
敷 地 面 積（S）：70,0000㎡
生産施設面積（P0）：18,000㎡
緑 地 面 積（G0）：3,500㎡
環境施設面積（E0）：6,000㎡



１ 増設できる生産施設の面積
P≦γ（S－Po/γα）－P1 当該工場の値 したがって

P =
今回の届出によって設置する生産施設の面積
（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 2,000.00 ㎡ γ（S－Po/γα）－P1

γ = 生 産 施 設 面 積 率 ＝ 0.65 別表1 = 0.65 × （ 70,000.00 - 18,000.00 / 0.65 × 1.20 ） - 2,000.00

α = 当 該 業 種 に 対 す る 敷 地 計 算 係 数 ＝ 1.20 別表2 = 0.65 × ( 70,000.00 - 18,000.00 / 0.78 )- 2,000.00

Ｓ = 敷地面積（但し、今回の設置分又は撤去分も含む） ＝ 70,000.00 ㎡ = 0.65 × ( 70,000.00 - 23,076.92 )- 2,000.00

Po = Ｓ 49年 6月 28日時点の生産施設面積 （定数） ＝ 18,000.00 ㎡ = 30,500.00 - 2,000.00

P1 =
Ｓ49年6月29日から前回までの生産施設の増設及び
撤去の面積の累計(今回の増設は含まないが、撤去分は含む） ＝ 2,000.00 ㎡ = 28,500.00

内訳 …
よって、P≦γ（S－Po/γα）－P1となり、準則に適合する。
Ｐ＝ 2,000.00 ≦ 28,500.00 TRUE

２ 生産施設の増設に伴い設置すべき緑地面積
Ｇ≧Ｐ/γ（０．２－Ｇo/S) 当該工場の値 したがって、当該変更に伴い設置すべき緑地面積は、

P ＝
今回の届出によって設置する生産施設の面積
（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 2,000.00 ㎡ Ｐ/γ（０．２－Ｇo/S)

γ ＝ 生 産 施 設 面 積 率 ＝ 0.65 ＝ 2,000.00 / 0.65 ×（ 0.05 - 3,884.00 / 70,000.00 )

Ｇ ＝
今回の届出によって設置する緑地の面積
（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 1,000.00 ㎡ = 3,076.92 × （ 0.05 - 0.06 )

Ｓ ＝ 敷地面積（但し、今回の設置分又は撤去分も含む） ＝ 70,000.00 ㎡ = 3,076.92 × -0.01

Ｇｏ ＝
Ｓ49年6月28日までの緑地面積と前回までの設置義務を越
える緑地面積の合計(但し今回の緑地撤去分は含む）

＝ 3,884.00 ㎡ = -16.00

よって、Ｇ≧Ｐ/γ（０．２－Ｇo/S)となり準則に適合する。
G= 1,000.00 ≧ -16.00 TRUE

なお、次回に繰り越されるＧoは、
1,000.00 - -16.00 ＝ 1,016.00 である。 次回Ｇo = 4,900.00

３ 生産施設の増設に伴い設置すべき環境施設(緑地＋緑地以外の環境施設)面積
Ｅ≧Ｐ/γ（０．２５－Ｅｏ/Ｓ） 当該工場の値 したがって、当該変更に伴い設置すべき緑地面積は

Ｐ ＝
今回の届出によって設置する生産施設の面積
（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 2,000.00 ㎡ Ｐ/γ（０．２５－Ｅｏ/Ｓ）

γ ＝ 生 産 施 設 面 積 率 ＝ 0.65 = 2,000.00 / 0.65 ×（ 0.10 - 7,874.00 / 70,000.00 ）

Ｅ ＝
今回の届出によって設置する環境施設の面積（設置分と撤
去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

＝ 1,200.00 ㎡ ＝ 3,076.92 ×（ 0.10 - 0.11 )

緑地＋緑地以外の環境施設 … 1000+200

Ｓ ＝ 敷地面積（但し、今回の設置分又は撤去分も含む） ＝ 70,000.00 ㎡ = 3,076.92 × -0.01

Ｅｏ ＝
Ｓ49年6月28日までの環境施設面積と前回までの設置義務
を越える環境施設面積の合計(但し今回の環境施設撤去分
は含む）

＝ 7,874.00 ㎡ ＝ -38.41

よって、Ｅ≧Ｐ/γ（０．２５－Ｅｏ/Ｓ）となり準則に適合する。
E= 1,200.00 ≧ -38.41 TRUE

なお、次回に繰り越されるＥoは、
1,200.00 - -38.41 = 1,238.41 である。 次回Eo = 9,113.00

0+2000+1000-1000

準則計算書 ＜既存工場＞ 単一業種

※黄色のセルのみ入力

S49.6.29以降 ３回目の変更

届 出 日：H28.2.20
敷 地 面 積：70,000㎡
生 産 施 設：2,000㎡増設、1,000㎡撤去
緑 地：1,000㎡増設
緑地以外の環境施設：200㎡増設

H27.7.6に「 郡山市工業立地法準則条例」が施行されたため、7.6以降の緑地
面積率、環境施設面積率については、緩和後の率になることがあるため注
意。

㈱KORIYMA 郡山工場
操 業 開 始：S35.4.1
設 置 場 所：郡山市内、工業専用地域

業 種：集積回路製造業

（日本標準産業分類）細分類2814（γ＝0.65、 α＝1.2）
敷 地 面 積（S）：70,0000㎡
生産施設面積（P0）：18,000㎡
緑 地 面 積（G0）：3,500㎡
環境施設面積（E0）：6,000㎡

γやαの値は国の法改正に等より数値が変更される場合がある
ため、事前にご確認ください。



記号の定義について

Ｐ…
今回の届出によって設置する生産施設の面積（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置
分）

γ… 当該既存工場の生産施設面積率（国準則別表第一、解説本等で値を確認）

Ｓ… 当該既存工場の敷地面積（敷地を増やした場合はその面積も含む）

Ｐ０…
昭和４９年６月２８日以前に設置されている生産施設面積（及び設置工事が行われている生産施設の
面積）の合計

α… 当該既存工場の既存生産施設用敷地換算係数（国準則別表第二、解説本等で値を確認）

Ｐ１… 昭和４９年６月２９日から前回までの生産施設の増設及び撤去の面積の累計
（設置については＋、撤去については－として計算。ただし、今回の届出で生産施設の撤去を行う場
合はその分も－として含める。）

Ｇ… 今回の届出によって設置する緑地の面積（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分）

Ｇ０… 昭和４９年６月２８日以前に設置済の緑地
＋昭和４９年６月２９日以降、今回届出前までに変更届出に伴い設置された準則を超えて設置された
緑地（変更により設置された緑地面積－準則により必要な緑地面積）
＋生産施設の変更とは無関係に本法に基づき届け出た緑地の増加分の合計面積
（ただし、今回の届出において、緑地の撤去がある場合には、その分をＧ０から減じる。）

Ｇ１…
当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係
るものを含む。）の面積の合計

Ｅ… 今回の届出によって設置する環境施設の面積（設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置

Ｅ０… 昭和４９年６月２８日以前に設置済の環境施設

＋昭和４９年６月２９日以降、今回の届出前までに変更届出に伴い設置された準則を超えて設置され
た環境施設（変更により設置された環境施設面積－準則により必要な環境施設面積＝準則を超えた
環境施設面積）
＋生産施設の変更とは無関係に本法に基づき届け出た環境施設の増加分の合計面積（ただし、今回
の届出において、環境施設の撤去がある場合には、その分をＥ０から減じる。）

Ｅ１…
当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該届出前に届け出られた環境施設の面積の
変更に係るものを含む。）の面積の合計




